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１  事業概要  

（１）地区の概要 

本地区は、愛知県の西部に位置し、一級河川木曽川と一級河川庄内川に挟まれた名古屋市外８市２

町１村にわたる低平地で、農地面積11,608ha を有する県下でも有数の農業地帯であり、国営尾張用

水土地改良事業（昭和17年度～昭和33年度）、国営濃尾用水土地改良事業（昭和32年度～昭和43年度）

等のかんがい排水事業が実施されてきた。昭和30年代後半から昭和40年代にかけて地下水の過剰な

汲み上げに伴い、地盤沈下が著しく進行し（近年では地下水採取の規制により地盤沈下は鈍化してい

る。）、中下流域には我が国でも有数の海抜ゼロメートル地帯が形成された。そのため、地域排水は平

常時からポンプ排水が必要となり、また、都市化の進展による流出量の増加に起因して、集中豪雨等

による湛水被害が頻発していた。 

本地区の農業水利施設は、国営かんがい排水事業と併せ行う地盤沈下排水対策事業「尾張西部地区」

（昭和60年度～平成８年度）による日光川河口排水機場、尾西排水機場と尾西排水路の基幹的な農業

水利施設の造成並びに県営等関連事業の実施により、地区内全般の排水改良を行い、これにより、本

地区の営農は、水稲を中心に水田の畑利用等による小麦、大豆、野菜等を組み合わせた農業経営のほ

か、畑での野菜専作による農業経営が展開されている。 

（２）本地区におけるこれまでの国営土地改良事業 

地区名 事業名 工期 受益面積 関係市町村 主要施設 

尾張用水 かんがい排水 
昭和17年度～

昭和33年度 
12,144ha 

愛知県一宮市他

29市町村 

揚水機場 １か所 

排水機場 １か所 

沈砂池 １か所 

用排水路 41.1㎞ 

濃尾用水 かんがい排水 
昭和32年度～

昭和43年度 
22,070ha 

岐阜県岐阜市 

愛知県名古屋市

他31市町村 

頭首工 １か所 

揚水機場 ２か所 

用水路 42.6㎞ 

濃尾用水

第二期 
かんがい排水 

昭和44年度～

昭和62年度 
9,775ha 

愛知県名古屋市

他17市町村 

用水路 56.1㎞ 

水管理施設 １式 

尾張西部 

かんがい排水

(併せ地盤沈

下排水対策) 

昭和60年度～

平成8年度 
13,860ha 

愛知県名古屋市

他20市町村 

排水機場 ２か所 

排水路 4.0㎞ 

※関係市町村は事業計画当初を示す。 

（３）事業目的 

 本地区の基幹的な農業水利施設である日光川河口排水機場及び尾西排水機場等は、経年的な施設

の劣化により、ポンプ設備等の動作の不具合など施設の性能低下が生じている。今後、さらなる性能

低下が進行した場合、排水機能に重大な支障を来すとともに、施設の維持管理に多大な費用と労力を

要するおそれがある。 

 また、本地区は、大規模地震対策特別措置法に基づく｢東海地震に係る地震防災対策強化地域（平

成14年４月）｣、「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域（平成25年12月）」等に指定されており、
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東海地震、東南海・南海地震等の大規模地震が発生した場合、排水機能の喪失により地域に甚大な被

害を及ぼすおそれがある。 

 このため、本事業により農業水利施設の機能を保全するための整備と併せて大規模地震に対して

必要な耐震性を有していない施設の耐震化対策を行うとともに、施設の長寿命化による排水機能の

維持及び施設の維持管理の費用と労力の軽減を図り、農業生産性の維持及び農業経営の安定に資す

るものである。 

 

（４）事業実施内容 

①関係市町村 

名古屋市、一宮市、津島市、江南市、稲沢市、愛西市、清須市、弥富市、あま市、海部郡大治町、

同郡蟹江町、同郡飛島村（９市２町１村） 

 

②受益面積 

11,608ha（田：8,389ha、畑：3,219ha） 

 

③主要工事計画 

工種 施設名 工事内容 

排水機場（改修） 日光川河口排水機場 改修一式、耐震化対策 

尾西排水機場 改修一式、耐震化対策 

排水路（改修） 尾西排水路 改修（L＝0.1km） 

排水管理施設（改修） 排水管理施設 改修一式 

 

④国営事業費 

8,000百万円（令和７年度時点 12,150百万円） 

 

⑤工期 

平成27年度～令和９年度予定 

 

（５）負担割合（現時点） 

 

事業名 国庫負担 県負担 市町村負担 地元負担 

国営かんがい排水事業 66.66％ 32.84％ 0.50％ - 

 

（６）事業実施位置図 

事業実施位置及び事業対象施設について、次頁に示す。  
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図(6)-1 尾張西部地区 事業実施位置及び事業対象施設 
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（７）施設の劣化状況 

 本地区の施設は造成から20年以上が経過し、経年的な施設の劣化により、ポンプ設備等の動作の不

具合や機場建屋のひび割れの発生など施設の性能低下が生じている。今後、更なる性能低下が進行し

た場合、排水機能に支障を来すとともに、施設の維持管理に多大な費用と労力を要する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日光川河口排水機場の塗膜剥離 排水管理施設（耐用年数超過） 

機場周辺地盤の沈下状況 尾西排水機場の 
ポンプ劣化状況 

故障件数及び労務費の増大状況 
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（８）大規模地震発生の切迫性 

 本地区は、今後30年間に大規模地震が発生する確率が60～88％と、いつ発生してもおかしくない状

況である。日光川河口排水機場及び尾西排水機場は必要な耐震性を有しておらず、大規模地震の発生

により損壊した場合、農地のみならず地域全体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ地表震度分布 

加木屋断層帯地表震度分布 養老ー桑名ー四日市断層帯地表震度分布 

出典：愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査報告書（平成 26 年 5 月） 
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２  事業の進捗状況  

本事業は平成27年度に着工し、令和６年度末までに総事業費ベースで8,159百万円（総事業費12,150

百万円に対して67.1％の進捗）を実施している。 

日光川河口排水機場に係る工事は平成28年度から開始し、令和９年度に完了する予定である。 

尾西排水機場に係る工事は平成27年度から開始し、令和８年度に完了する予定である。 

尾西排水路に係る工事は令和７年度に完了予定である。 

排水管理施設に係る工事は平成28年度から開始し、平成29年度に完了している。 

 

（１）進捗状況フロー 

 

（２）事業費 

総事業費 

（百万円） 

令和６年度まで 

（百万円） 

進捗率 

（％） 

令和７年度以降 

（百万円） 

12,150 8,159 67.1 3,991 

 

（３）主要工事 

施設名 
総事業費 

（百万円） 

令和６年度まで 

（百万円） 

進捗率 

（％） 

令和７年度以降 

（百万円） 

日光川河口排水機場 6,588 4,443 67.4 2,145 

尾西排水機場 3,358 2,228 66.3 1,130 

尾西排水路 75 - 0.0 75 

排水管理施設 330 330 99.9 0 

  

 

施設名 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

実施済み← →予定

日光川河口排水機場

尾西排水機場

尾西排水路

排水管理施設

建屋耐震対策後 ポンプ整備前 ポンプ整備後 
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図3-1 本地区が県全体に占める割合(令和２年)

関係市町村 関係市町村以外

３ 農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化 

令和２年の関係市町村では、愛知県全体に対し総人口が44％、農業経営体数が20％、経営耕地面

積が21％及び農業産出額が11％を占めている。[図3-1]  

関係市町村全体の総人口は、平成22年(2010年)から令和２年(2020年)の10年間で増加傾向にあり、

都市部を中心に周辺市町村においても増加している。[図(1)-1] 

また、産業別就業人口は、第１次産業、第２次産業では減少傾向にあり、第３次産業においては

増加傾向にある。[図(2)-1] 

地域農業構造の状況は、農業経営体数、経営耕地面積ともに減少傾向にあるものの、5.0ha 以上

の経営耕地面積規模別経営体数割合は増加している。[図(3)-1、図(5)-1、図(7)-2] 

また、認定農業者数は減少傾向にあるが、認定農業者のうち法人の占める割合は平成21年から令

和元年にかけて増加し、その後は減少傾向にあるが令和５年(2023年)時点で14.1％が法人となって

いる。[図(4)-1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 関係市町村：本地区の関係市町村は、以下の12市町村を指す。 

  愛知県 名古屋市、一宮市、津島市、江南市、稲沢市、愛西市、清須市、弥富市、あま市、

海部郡大治町、同郡蟹江町、同郡飛島村 

出典：国勢調査 
農林業センサス 
愛知県聞き取り 
生産農業所得統計 
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（１）総人口の推移 

〔関係市町村の総人口は、愛知県全体と同様に増加傾向にある。〕 

関係市町村における総人口は、平成22年(2010年)から令和２年(2020年)の10年間で3,275,715人か

ら3,337,841人となり、62,126人(1.9％)増加し、愛知県の人口は7,410,719人から7,542,415人へと、

131,696人(1.8％)増加している。 

また、関係市町村の年齢構成比を平成22年(2010年)と令和２年(2020年)で比較すると、65歳以上

の割合は21％から25％に４ポイント上昇しており高齢化が進行している。なお、愛知県の年齢構成

比も関係市町村とほぼ同様の推移を示している。[図(1)-1、図(1)-2] 

12市町村のうち６市町村が増加しており、中でも大都市名古屋に隣接する大治町は増加率が著し

く、その他の市町村も名古屋市へのアクセスが至便であることによる増加と考えられる。[図(1)-3] 
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62,126人(1.9％）増 131,696人(1.8％）増 

図(1)-1 総人口の推移 

図(1)-2 年齢構成比の推移 

出典：国勢調査 図(1)-3 関係市町村の人口増減(H22～R2) 
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図(2)-2 全就業者に占める農業就業者の割合の内訳

出典：国勢調査

1.9%

0.8%

31.5%

24.4%

63.7%

71.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

愛知県

関係市町村

図(2)-3 産業分類別労働者数の構成比の比較(R2)
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出典：国勢調査
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（２）産業別就業人口に占める農業就業人口の推移 

〔全就業者数に占める第１次産業の就業者数の割合は、愛知県全体では1.9％であり、関係市町村は

0.8％程度である。〕 

関係市町村における産業別就業人口は、平成22年(2010年)から令和２年(2020年)の10年間で、第

１次産業が14,868人から12,337人となり、2,531人(17.0％)減少、第２次産業が389,774人から

374,889人となり、14,885人(3.8％)減少、第３次産業が1,060,650人から1,100,789人となり、

40,139人(3.8％)増加している。 [図(2)-1] 

また、令和２年(2020年)における全就業者数に対する農業就業者数の占める割合は、関係市町村

で 0.8％(12,162人)であり、愛知県の割合1.8％(65,256人)より小さい。[図(2)-2] 

令和２年(2020年)における産業別就業人口の構成割合を関係市町村と愛知県で比較すると、第１

次産業はほぼ同じ割合を示す。[図(2)-3] 
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図(2)-1 産業分類別労働者の推移 

図(2)-2 全就業者に占める 
        農業就業者(第１次産業の内数)の 

割合の推移 

出典：国勢調査 

図(2)-3 産業分類別労働者数の 
    構成比の比較(R2) 
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（３）総農家数及び農業経営体数の推移 

〔関係市町村の総農家数及び農業経営体数は、愛知県全体と同様に減少傾向にある。〕 

関係市町村における総農家数は、平成22年(2010年)から令和２年(2020年)の10年間で、22,291戸

から14,922戸となり、7,369戸(33.1％) 減少している(愛知県は27.3％減少)。そのうち販売農家数

は平成22年の10,591戸から令和２年の5,109戸へと5,482戸(51.8％)減少している(愛知県は40.6％減

少)。[図(3)-1]  

関係市町村における農業経営体数は、平成22年(2010年)から令和２年(2020年)の10年間で、

10,950経営体から5,384経営体となり、5,566経営体(50.8％)減少している(愛知県は40.2％減少)。

農業経営体には家族経営の農家等が属する個人経営体、法人化や組織化して農業を行う団体経営体

(法人及び非法人)がある。個人経営体数は10,731経営体から5,262経営体となり、5,469経営体

(51.0％)減少し(愛知県は40.5％減少)、団体経営体数(法人)は115経営体から109経営体となり、６

経営体(5.2％)減少している(愛知県は2.7％増加)。[図(3)-1]    

各属性の定義は次頁の「参考)総農家数及び農業経営体数の用語について」に記載している。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

図(3)-1 総農家数、農業経営体数の推移  
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参考) 総農家数及び農業経営体数の用語について 

平成27年(2015年)から令和２年(2020年)にかけて農林業センサスでは属性の区分について変更が

あった。 

現在の各属性の定義は、下記のとおりである。 

 

１． 総農家： 

経営耕地面積が10a 以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10a 未満であっても、調査期日前

１年間における農産物販売金額が15万円以上あった世帯をいう。 

 

２． 販売農家： 

経営耕地面積が30a 以上又は調査期日前１年間における農産物販売金額が50万円以上の農家を

いう。 

 

３． 自給的農家： 

経営耕地面積が30a 未満かつ調査期日前１年間における農産物販売金額が50万円未満の農家を

いう。 

 

４． 農業経営体： 

農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数等が、

次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。 

（１）経営耕地面積が30a以上の規模の農業 

（２）農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模

が指定した規準以上の農業 

（３）農作業の受託の事業 

 

５． 個人経営体： 

個人(世帯)で事業を行う経営体をいう。なお、法人化して事業を行う経営体は含まない。 

 

６． 団体経営体： 

個人経営体以外の経営体をいう。 
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（４）認定農業者数の推移 

〔関係市町村の認定農業者数は、減少している。〕 

認定農業者制度は、担い手が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、農業者が市町

村の基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めよ

うとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じるもので

ある。これにより、深刻化する農業の担い手不足に対処するため、効率的かつ安定的な農業経営を

目指す意欲と能力のある担い手を育成・確保することを目的にしている。 

関係市町村における地域農業の担い手の中心である認定農業者数は、平成 21年(2009年)から令和

５年(2023年)の 15年間で 923人から 560人となり 363人(39.3％)減少している。一方、認定農業者

のうち法人の占める割合は平成 21 年(2009 年)から令和元年(2019 年)までは増加傾向にあったが、

令和元年の 98 法人をピークに、令和５年は 79ｈ法人とピーク時より 19 法人(19.4％)減少している。

[図(4)-1] 
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（５）経営耕地面積の推移 

〔関係市町村の経営耕地面積は、転用等により減少傾向にあり、愛知県全体と同様の傾向であ

る。〕 

関係市町村の経営耕地面積は、平成22年から令和２年の10年間で11,352ha から9,059ha となり、

2,293ha(20.2％)減少している(愛知県全体は10,024ha(18.8％)減少)。この10年間で田が8,786ha か

ら7,372ha となり1,414ha(16.1％)減少、畑が2,296ha から1,509ha となり787ha(34.3％)減少、樹園

地が270haから178haとなり92ha(34.1％)減少している。[図(5)-1] 
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（６）１経営体当たり経営耕地面積の推移 

〔関係市町村及び愛知県の1経営体当たりの水田経営耕地面積は増加傾向にある。〕 

 関係市町村の１経営体当たり経営耕地は、田においては平成22年(2010年)から令和２年(2020年)

の 10 年間で、関係市町村では 0.9ha/経営体から 1.7ha/経営体と 1.9 倍に増加しており、令和２年

(2020 年)において、愛知県(1.5ha/経営体)より大きくなっている。また、畑においては 0.2ha/経営

体から 0.4 ha/経営体へと 2.0倍に増加している。[図(6)-1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図(6)-1 １経営体当たり経営耕地面積の推移 
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出典:農林業センサス 
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（７）経営耕地面積規模別経営体数の推移 

〔関係市町村、愛知県ともに0.5～2.0ha の経営体数が多く、大規模経営体数が増加傾向にあ

る。〕 

関係市町村及び愛知県における経営耕地面積規模別経営体数をみると、経営耕地面積が2.0ha 未

満の小規模な経営体数は、関係市町村・県全体とも最も大きな割合を占めている。令和２年(2020

年)では0.5ha未満の経営体が約３割、0.5～1.0haの経営体が約４割を占めている。[図(7)-1]  

関係市町村の経営耕地面積規模別経営体数では、0.5ha 未満の経営体は、平成22年(2010年)から

令和２年(2020年)の10年間で3,580経営体から1,911経営体となり、1,669経営体(46.6％)と大幅に減

少している。一方、5.0ha 以上の経営体は、126経営体から147経営体と、21経営体(16.7％)増加し、

愛知県と同様に増加傾向にある。[図(7)-2] 
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出典:農林業センサス 
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（８）農業産出額(畜産除く)の推移 

〔関係市町村及び愛知県全体の農業産出額はおおむね横ばいに推移している。〕 

関係市町村の農業産出額(畜産除く)の総計は令和元年の30,820百万円から令和４年の29,420百万

円とおおむね横ばいで推移している。平成30年(2018年)から令和元年(2019年)においては野菜

20,100百万円から15,840百万円と4,260百万円(21.2％)減少し、その後横ばいで推移している(花き

は令和元年以降に秘匿値となった市町村が多いため大きく減少)。その構成割合については、大きな

変動はない。米の構成割合に着目すると、関係市町村では野菜に次いで割合が高く、愛知県(11％)

よりも高い割合(22％)である。[図(8)-1、図(8)-2] 

   

    

図(8)-1 農業産出額(畜産除く)の推移 

図(8)-2 農業産出額(畜産除く)の構成割合の推移 出典:生産農業所得統計 
※秘匿は0として扱う 

29,600 29,800 27,400 23,300 24,400 
2,000 2,800 2,900 2,800 2,900 

112,500 101,000 101,100 103,100 111,900 

20,200 
19,000 19,500 19,200 

18,300 

54,300 
54,500 49,700 54,200 

57,300 

6,200 6,500 5,600 5,700 4,…

224,800 213,600 206,200 208,300 219,700 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H30 R1 R2 R3 R4

百万円 【愛知県】

8,270 8,360 7,660 6,330 6,600 

400 450 420 440 500 

20,100 
15,840 15,650 15,840 16,910 

880 
1,350 

1,030 1,050 980 

7,200 

2,880 2,640 2,870 3,020 

2,100 
1,940 

1,840 1,710 1,410 

38,950 

30,820 29,240 28,240 29,420 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H30 R1 R2 R3 R4

百万円 【関係市町村】

米 麦･豆･いも類 野菜 果実 花き その他

21%

22%

13%

11%

1%

2%

1%

1%

52%

58%

50%

51%

2%

3%

9%

9%

19%

10%

24%

26%

5%

5%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H30

R4

H30

R4

関
係
市

町
村

愛
知
県

米 麦･豆･いも類 野菜 果実 花き その他



 

- 17 - 

 

表(8)-1 農業産出額(畜産除く)の推移 

  

また、麦・豆・いも類の内訳では、関係市町村において麦の産出額は100百千万円から280百万円

と増加傾向にあり、愛知県においても同様に増加傾向にある。 

 

図(8)-3 麦・豆・いも類の農業産出額の推移 

表(8)-2 麦・豆・いも類の農業産出額の推移 

 

年次 計 米 麦･豆･いも類 野菜 果実 花き その他

H30 38,950 8,270 400 20,100 880 7,200 2,100

R1 30,820 8,360 450 15,840 1,350 2,880 1,940

R2 29,240 7,660 420 15,650 1,030 2,640 1,840

R3 28,240 6,330 440 15,840 1,050 2,870 1,710

R4 29,420 6,600 500 16,910 980 3,020 1,410

H30 224,800 29,600 2,000 112,500 20,200 54,300 6,200

R1 213,600 29,800 2,800 101,000 19,000 54,500 6,500

R2 206,200 27,400 2,900 101,100 19,500 49,700 5,600

R3 208,300 23,300 2,800 103,100 19,200 54,200 5,700

R4 219,700 24,400 2,900 111,900 18,300 57,300 4,900

H30 100% 21% 1% 52% 2% 19% 5%

R1 100% 27% 2% 52% 4% 9% 6%

R2 100% 26% 1% 54% 4% 9% 6%

R3 100% 22% 2% 56% 4% 10% 6%

R4 100% 22% 2% 58% 3% 10% 5%

H30 100% 13% 1% 50% 9% 24% 3%

R1 100% 14% 1% 47% 9% 26% 3%

R2 100% 13% 1% 49% 10% 24% 3%

R3 100% 11% 1% 49% 9% 26% 4%
R4 100% 11% 1% 51% 9% 26% 2%

出典：生産農業所得統計

※「麦･豆･いも類」は麦類、豆類、いも類の合計

※割合について斜字は合計が100%となるよう調整している。

※集計上、秘匿値は「0」として扱う。
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４  事業の重要な部分の変更の必要性の有無  

 事業計画の重要な部分の変更に関する資料として、受益面積、主要工事、事業費の各変遷について、

発注者が整理した資料を基に下記のとおりにとりまとめた。その結果、本地区は現計画策定時以降、

現時点までの受益面積、事業目的別面積、主要工事計画、事業費について、事業計画変更の要件に該

当しない。 

（１）受益面積 

 受益面積は、農地転用により、現計画から現況（令和５年４月現在）までに561ha（4.8％）減少し

ているが、事業計画変更の要件に該当しない。 

《事業計画変更の判断基準》 

 事業計画の変更要件（国営土地改良事業計画変更取扱要領 H31.4.1 最終改正）に示されている『受益面

積の増又は減５％以上（但し10ha以上）』に該当する場合、事業計画の変更が必要となる。 

《本地区の状況》 現計画11,608ha － 現時点11,047ha ＝ 減 561ha 

         減 561ha ÷ 現計画11,608ha ＝ 4.8％ ＜ ５％ …〔該当しない〕 

（２）事業目的面積 

 本地区の事業目的は「施設機能保全」のみであり、事業目的別面積は、上記受益面積と同様、現計

画から現況までに561ha（4.8％）減少しているが、事業計画変更の要件に該当しない。 

《事業計画変更の判断基準》 

 事業計画の変更要件（国営土地改良事業計画変更取扱要領 H31.4.1 最終改正）に示されている『事業目

的別面積の増減10％以上（但し30ha以上）』に該当する場合、事業計画の変更が必要となる。 

《本地区の状況》 現計画11,608ha － 現時点11,047ha ＝ 増減 561ha 

         増減 561ha ÷ 現計画11,608ha ＝ 4.8％ ＜ 10％ …〔該当しない〕 

（３）主要工事計画 

 本地区の主要工事計画は、現計画から変更はなく、事業計画変更の要件に該当しない。 

《事業計画変更の判断基準》 

 事業計画の変更要件（国営土地改良事業計画変更取扱要領 H31.4.1 最終改正）に示されている『主要工

事の追加若しくは廃止その他著しい変更』に該当する場合、事業計画の変更が必要となる。 

《本地区の状況》 主要工事の追加若しくは廃止その他著しい変更なし …〔該当しない〕 

 

表(3)-1 主要工事計画の変遷 

工種 現計画 再評価時点 要件の判定 

排水機場 ２か所 ２か所 追加、若しくは廃止、又

は位置の大幅な変更は

ない 

排水路 0.1km 0.1km 総延長の20％以上の増

又は減はない 

排水管理施設 １式 １式 変更はない 
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（４）事業費 

 現況（令和７年度）の総事業費は12,150百万円（工事諸費等を除くと、11,344百万円）であり、現

計画の8,000百万円（工事諸費等を除くと、7,364百万円）に対し4,150百万円増加しているが、労賃

又は物価変動による事業費を除く事業費（工法変更による）の増は681百万円（9.2％）であり、事業

計画変更の要件に該当しない。 

 

《事業計画変更の判断基準》 

 事業計画の変更要件（国営土地改良事業計画変更取扱要領 H31.4.1 最終改正）に示されている『10％の

変動（労賃又は物価変動による事業費を除く）』に該当する場合、事業計画の変更が必要とな

る。 

《本地区の状況》 自然増 3,469百万円 

         工法変更による増 681百万円 ÷ 現計画7,364百万円  

                          ＝ 9.2％ ＜ 10％ …〔該当しない〕 

 

（５）主な工法変更 

 ①日光川河口排水機場：基礎耐震化対策の施工深度及び施工範囲の変更による増額 

 追加の地盤調査により当初計画での想定とは地質が異なっていることや軟弱地盤があること

が判明した。そのため、改良範囲（深さ）の拡大や軟弱地盤の影響や地中埋設物の施工上の支障

を回避する必要が生じたことにより、事業費が増額となった。 

  

当初計画の施工範囲及び対策内容 工法変更後の施工範囲及び対策内容 
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 ②尾西排水機場：電気設備及び補機設備対策の変更による減額 

 当初は、電気設備は仮設備を設置し新設備へ入れ替える計画であったが、隣接する部屋を利用

し、レイアウトを変更することによって仮設備を使用せず新設備へ切り替えることが可能とな

ったことによって、電気設備の事業費が減額となった。 

 また、現地調査によりポンプ設備及びポンプ補機設備については既設利用が可能であるもの

は部分補修のみとし、既設利用することによって事業費が減額となった。 

 

調査例：領内１号ポンプの内視鏡カメラによる観察 

 現地調査から、インペラ・案内翼先端の欠損等を確認したが、性能低下が予想される欠損はないと判

断された。そのため、当初計画ではポンプ設備は交換を想定していたが、腐食層の除去や再防食塗装等

の部分補修のみで機能維持を図る工法に変更した。 
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５  費用対効果分析の基礎となる要因の変化  

食料の安定供給の確保に関する効果の算定基礎となる、愛知県及び関係市町村の地域農業振興の

基本方針は、近年見直しが行われているが、引き続き農業振興を積極的に推進していく方針となって

いる。また、一部の主要作物の作付面積の減少傾向、小麦の単収の増加傾向、水稲・麦・大豆以外の

作物単価の上昇傾向が見られるなど、主要作物の作付面積や単収・単価に増減はあるものの、関係市

町村全体として営農に大きな変動はみられない。 

（１）営農計画 

現営農計画策定時から、上位計画となる関係市町村の農業振興計画等において振興作物等の変更

はなく、現営農計画に変更を及ぼす要因の変化はないため、本地区の営農計画における農業振興の

方向性については基本的な変更はない。 

なお、現営農計画策定時からの受益面積の減少を考慮した計画作付面積は下表のとおりである。 

表(1)-1  作付面積 

  

現況作付面積 計画作付面積 現況作付面積 計画作付面積

(ha) (ha) (ha) (ha)

水稲 6,810       6,123       6,443       5,792       

加工用米 103         286         94          273         

飼料用米 411         979         392         931         

大豆 284         326         266         306         

いちご 60          72          47          63          

ねぎ(夏) 64          69          63          63          

れんこん 131         143         125         133         

サザンカ 46          55          46          54          

小麦 335         359         314         337         

イタリアンライグラス 14          72          14          71          

かんしょ 263         279         255         270         

いちご 159         162         137         140         

えだまめ 423         436         407         420         

キャベツ(春) 405         416         391         400         

だいこん(春) 173         196         168         189         

きく 363         369         351         356         

さといも 240         253         232         245         

トマト(冬春) 98          103         84          90          

ねぎ(秋冬) 402         425         383         410         

ほうれんそう 672         681         649         658         

だいこん(秋冬) 184         196         177         189         

イタリアンライグラス 136         142         130         137         

11,776      12,142      11,168      11,527      

※いちごとトマト(冬春)は建ぺい率を考慮した面積

現計画 再評価時点

合計

田

畑

　　項目

地目
作物名
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（２）農業振興計画等の変化 

 地域の農業振興計画は、現計画時点から見直されているものの、「需要に応じた良質な米の生産を

推進し、小麦や大豆、高収益作物等への転換を推進している」、「担い手への農地の利用集積を推進す

る」等、農業振興の方向性に大きな変化はない。 

 

表(2)-1 現計画の基礎となった主な振興計画及び現在の振興計画 

計画策定 

機関名 

現計画 再評価 

振興計画名 策定年 振興計画名 策定年 

愛知県 愛知県水田農業基本方針 平成２２年 稲・麦・大豆 生産振興計画2025 令和３年 

関係市町村 地域水田農業ビジョン 平成２２年 水田収益力強化ビジョン 令和５年 

※ 「愛知県水田農業基本方針」は、「稲・麦・大豆生産振興計画2025」に、「地域水田農業ビジョン」は「水田収益力

強化ビジョン」に移行された。 

 

表(2)-2 関係市町村における野菜指定産地の指定状況         （令和６年８月現在） 

市町村名 

作物名 
名古屋市 一宮市 津島市 江南市 稲沢市 愛西市 清須市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 

春キャベツ  ○   ○        

冬キャベツ     ○        

春だいこん    ○  ○       

冬春トマト   ○   ○  ○    ○ 

冬春なす  ○   ○        

冬にんじん      ○       

秋冬ねぎ  ○  ○         

春はくさい  ○   ○        

秋冬はくさい  ○   ○        

ほうれんそう  ○   ○  ○      
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現計画 再評価 変化割合
(H21～H25) (R1～R5)

① ② ③=②/①

水稲 8,650 7,482 0.9

小麦 529 995 1.9

大豆 459 467 1.0

出典：作物統計調査

区分

（３）主要作物の作付面積の傾向 

現計画(平成21年～平成25年の５か年平均)から再評価時点(令和元年～令和５年の５か年平均)

の間では、関係市町村の水稲、小麦、大豆の作付面積は、水稲は8,650haから7,482haへ0.9倍と減

少傾向にあり、小麦は529haから995haへ1.9倍と増加傾向にある。[図(3)-1、表(3)-1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図(3)-1 主要作物(水稲、小麦、大豆)の作付面積の傾向 

 

 

表(3)-1 主要作物の作付面積の傾向 

                (単位：ha) 
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出典：作物統計調査 

出典：作物統計調査 



 

- 24 - 

 

498 483

394

586

171 187

0

200

400

600

800
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(kg/10a)

（４）主要作物の単収の傾向 

主要作物の再評価時点(令和元年～令和５年の５か年平均)単収は、現計画(平成21年～平成25年

の５か年平均)と比較して、水稲及び大豆の単収は横ばい、小麦の単収は約1.5倍増加している。ま

た、現計画と比較して、いちご、だいこん(春)、だいこん(秋冬)、さといもは増加傾向、キャベツ

(春)、ほうれんそう、イタリアンライグラスは減少傾向、それ以外はおおむね横ばいである。なお、

水稲、大豆、小麦、キャベツ(春)、だいこん(春)、トマト(冬春)、ねぎ(秋冬)、ほうれんそうは関

係市町村の統計結果で、その他は愛知県の統計結果を示す。 [図(4)-1]  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サザンカの単位：鉢/10a 
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だいこん(春) サザンカ

さといも ねぎ(秋冬)

ほうれんそう だいこん(秋冬)

イタリアンライグラス

(kg/10a)

出典：東海農林水産統計年報(愛知県、市町村) 

   作物統計(市町村) 

   愛知県農業経営改善総合指導指針(サザンカ) 

図(4)-1 主要作物の作物単収の傾向 
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（５）主要作物の単価の傾向 

主要作物の再評価時点(令和元年～令和５年の５か年平均)単価は、現計画(平成21年～平成25年

の５か年平均)と比較して、小麦、大豆は下降傾向だが、野菜の単価は概ね上昇傾向にあり、特に

いちごは892円/㎏から1,339円/㎏と約1.5倍と上昇している。なお、水稲、キャベツ(春)、れんこ

んは JA 聞き取り結果、サザンカは愛知県聞き取り結果、その他は農業物価統計調査結果を用いて

いる。[図(5)-1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図(5)-1 主要作物の作物単価の傾向 

出典：農業物価統計調査(全国) 

   ＪＡ聞き取り 

   愛知県聞き取り 
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（参考１）小麦の増加について 

 愛知県農業総合試験場では、2000 年から、東海地域に適した早生で収量性に富み、高品質な小麦

の品種改良に取り組み、日本めん用小麦新品種「きぬあかり」を開発した。「きぬあかり」は耐倒伏

性、耐湿性に優れ、主に水田を利用して栽培する東海地域の小麦生産に適している。 

 令和５年度産の単収は、愛知県は 575kg/10a であり、これは全国１位であった(第２位は北海道で

542kg/10a)。関係市町村の単収について、再評価時点(令和元年～令和５年の５か年平均)では

594kg/10aである。 

 また、海部東地域農業再生協議会や稲沢市農業再生協議会では、各構成員の連携のもと、農地集約

による団地化の推進や農業機械の導入により、生産性や作業効率向上を図っており、作付面積は年々

増加している。 

  

 
出典：愛知県 HP  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 出典：農林水産省 HP 麦の生産をめぐる事情 

                       令和６年８月 

 

 

 

出典：農林水産省 HP 麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクトの優良事例 
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（参考２）大規模経営体の事例 

 
出典：東海農政局 HP 優良経営体事例調査  
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出典：東海農政局 HP 優良経営体事例調査 
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出典：東海農政局 HP 優良経営体事例調査   

令和７年 

基幹作物：水稲、小麦、大豆、露地野菜 

（ほうれんそう、キャベツ等）、施設野菜 

経営面積：380ha 

（令和７年度一部更新） 
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（参考３）地域農業の取組 

 本地区では、様々な農産物が生産されており、地域に合った営農が行われつつ、現在に至るまで農

業が継続されてきた。下記に本地区の取組の一部を示す。 

 

□あいち伝統野菜の取組 

 愛知県の野菜づくりの礎として栽培されてきた地域特有の野菜を、次世代に種を残すため、愛知県

では伝統野菜の作付けを推進している。越津ねぎ、宮重大根等、37品目が選定されている。 

 

 

 

  

伝統野菜の
作付位置図

土田かぼちゃ：8戸

作物名：生産者数
(聞き取り調査により判
明した関係市町村戸数)

宮重大根：13戸

餅菜：1戸

愛知早生ふ
き：6戸

十六ささ
げ：26戸

ファーストト
マト：1戸

かりもり：4戸

治郎丸ほうれん草

越津ねぎ：71戸

八事五寸人参：10戸

写真：餅菜、愛知早生ふき、十六ささげ 

出典：愛知県農業水産局農政部 
   園芸農産課野菜・果樹グループ HP 

出典：愛知県農業水産局農政部園芸農産課野菜・果樹グループ HP 
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  表 本地区での作付実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

●：生産組合が存在し一定の販売規
模で生産出荷されている 

◎：個人規模で生産されており単発
で生産出荷されている 

〇：個人規模で栽培があることを把
握している。産直コーナーで 

  販売されていることもある。 
－：現在は栽培されていない。 

愛知県の雑煮で用いられる餅菜は、 
年末にスーパーマーケット等で販売されている。 

出典：農林水産省 

   「うちの郷土料理」 
出典：愛知県農業水産局農政部 
   園芸農産課野菜・果樹グループ HP 

清須市では伝統野菜の宮重大根と土田かぼちゃの販売先を確保し、 
積極的に伝統野菜を保護と推進している。 

出典：愛知県農業水産局農政部 
   園芸農産課野菜・果樹グループ HP 
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JA愛知北 江南市 ◎ ● 〇

JAなごや 名古屋市 〇 〇 ー

一宮市 〇 ●

稲沢市 〇 〇 〇 ー 〇

JA西春日井 清須市 ● 〇 ◎ 〇 ● ●

津島市 〇 ー

愛西市 〇 ● ●

弥富市 ◎ 〇 ー

あま市 〇 ●

大治町 〇 ー

蟹江町 〇 ー

飛島村 〇 ー

　
　　　　　　伝統野菜名

本地区の関係JA
　　及び関係市町村

JA愛知西

JAあいち
海部
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□れんこんの輸出の挑戦 

 JA あいち海部ではれんこんの輸出を試みている。現在は香港やシンガポールを輸出先として、冷

凍れんこんの販売を試験中である。JA あいち海部では、輸出事業の成功実績が、国内市場における

商品価値の向上を促進する好影響を及ぼすと見込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     出典：農林水産省 輸出事業計画の公表 

□ハウスれんこんの取組 

 JAあいち海部では、年間を通じてれんこんを提供するためにハウス栽培に取り組んでいる。（産地

を確立する一助となっている。） 

 

 

□いちご「ゆめのか」のブランド化 

 令和３年度に日本農業賞（集団組織の部）において、JA あいち海部のあまイチゴ組合が特別賞を

受賞した。 

 

出典：JA グループ愛知 HP 
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 （参考）全国的ないちごの単価の上昇 

 いちごを販売目的で作付けしている経営体が減少する等、いちごの収穫量が減少する中で、冬春

期の生食用は輸入代替できないため、生食用の潜在的需要に対応できず、需給がタイト化し価格が

上昇している可能性が考えられている。（資料：農中総研 調査と情報 2017.11（第63号）） 

 

 

□新規就農支援事業 

 本地区内では、農業従事者の高齢化や後継者不足による農地の遊休地への対策として、新規就農者

を支援するために下記などの取組を行っている。 

 

JA 愛知北 JA 愛知西 JA あいち海部 愛知県の就農準備資

金の研修機関 

農業塾 

・大根コース 

・ねぎコース 

・葉菜コース 

はつらつ農業塾 

・生きがい農業コース 

・担い手育成コース 

・いちご道場 

・れんこん道場 

ココニコヒロバ 

(無農薬・無化学肥

料・露地での栽培を

行っている) 
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□都市近郊農業の振興 

 都市近郊農業は、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能だけでなく、都市における防災

や良好な景観形成、環境保全など、多様な機能を果たしている。江南市を始めとする本地区の北側は、

住宅地と農地が介在している地域であるが、名古屋市や岐阜県に近いという立地を生かし少量多品

目で野菜等を生産し農業を維持している。少量多品目の生産物は産直センター等へ販売されている。 

 また、本地区内の JA では、地元産の農産物を使用してプライベートブランド商品を販売する等、

農業者と協力して農業の振興を図っている。 

地区内の産直センターの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工品の販売（６次産業化） 

 

ほうれんそう 

さといも 

トマト 

出典：JA あいち海部 

出典：JA 愛知西 

地元特産「レンコン」を使用した
れんこんチップス 
(JA あいち海部のＰＢ商品) 

鰹節粉末等の調味料が入っ
た「あいちのかおり」の米粉 
(JA 愛知西のＰＢ商品) 

江南産のダイコンとニンジンを使
用した地産地消カレー 
 (JA 愛知北と愛知江南短期大学と
江南商工会議所の共同開発商品) 
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６．費用対効果分析の結果  

（１）総費用総便益比及び所得償還率 

 

 

 

 

 

 

  

算定式 備考

③＝①＋② 482,112,060       千円

当該事業による費用 ① 15,151,575          千円

その他費用（関連事業費＋資産価額＋再整備費） ② 466,960,485       千円

年償還額 ④ -                              千円/年

うち機能向上分 ④´ -                              千円/年

年総効果（便益）額 ⑤ 106,449,085       千円/年

現況年総農業所得額 ⑥ -                              千円/年

年増加農業所得額 ⑦ -                              千円/年

評価期間（当該事業の工事期間＋４０年） 53                           年

割引率 0.04                       

総便益額（現在価値化） ⑧ 3,577,642,594   千円

総費用総便益比 ⑨＝⑧÷③ 7.42                       

総所得償還率 ⑩＝④÷⑥×100 ％ 　　≦20％

増加所得償還率 ⑪＝④´÷⑦×100 　－ 　　≦40％

区　　分 数値

総費用（現在価値化）
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（２）総費用の算定 

 

（３）年効果額の算定 

 

 

 

（単位：千円）
総費用

① ② ③ ④ ⑤

国営造成施設 40,686,507 15,151,575 － 37,728,319 13,546,029 80,020,372

県営造成施設 100,278,212 － － 179,985,535 21,841,846 258,421,901

その他造成施設 28,442,585 － － 134,613,633 19,386,431 143,669,787

合計 169,407,304 15,151,575 － 352,327,487 54,774,306 482,112,060

区分

資産価額

（事業着工時点）

当該事業に

よる費用

関連事業に

よる費用
再整備費

資産価額

（評価期間

終了時点）
⑥＝①＋②＋

③＋④－⑤

（単位：千円）

区分

効果項目 うち更新分 うち機能向上分 うち機能向上分

食料の安定供給の確保に関する効果 4,819,291 4,487,763 331,528 － － 

作物生産効果 4,969,637 4,649,380 320,257 

営農経費節減効果 773,618 773,618 － 

維持管理費節減効果 △ 923,964 △ 935,235 11,271 

農業の持続的発展に関する効果 15,590,822 15,590,822 － － － 

災害防止効果（農業関係資産） 15,590,822 15,590,822 － 

農村の振興に関する効果 85,182,738 85,182,738 － － － 

災害防止効果（一般資産） 85,182,738 85,182,738 － 

その他の効果 856,234 543,464 312,770 － － 

災害時の復旧対策費軽減効果 291,868 － 291,868 

国産農産物安定供給効果 564,366 543,464 20,902 

106,449,085 105,804,787 644,298 － － 合計

年総効果(便益)額
年増加農業所得額

備　　考
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建屋南面のＲＣ補強壁の新設 

７  環境との調和への配慮  

本地区は、愛知県の西部に位置する農業地帯であり、広がりのある農地と農業用用排水施設等の水

辺により田園景観が形成されているとともに、多くの生物の生息が確認されている。 

本事業においては、関係市町村が作成した田園環境整備マスタープランとの整合を図り、生態系や

景観に配慮して事業を実施している。 

具体的には、排水機場の建屋の耐震化に当たり、新設する耐震壁の色彩について周辺景観との調和

に配慮している。また、工事実施の際は、周辺環境への影響を軽減するため、騒音対策や大気汚染対

策を行うとともに、水質汚濁防止対策及び濁水の流出防止対策を実施している。 

 

（１）排水機場における景観配慮対策 

環境配慮基本方針において、日光川河口排水機場と尾西排水機場に対し「全面改修を行わないこと

から、現在の景観を維持保全していくこととする」という景観配慮方針が設定されており、耐震対策

のための補強壁を既存施設の色調、色彩と同様になるように設置した。 

 

【日光川河口排水機場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建屋北面のＲＣ補強壁の新設 

施工前 施工後（令和３年11月撮影） 

施工前 施工後（令和３年11月撮影） 
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【尾西排水機場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）騒音対策・大気汚染対策 

施工時のバックホウや発電機は、「特定特殊自動車軽油排出ガス基準適合車」、「低騒音型建設機械」、

「燃費基準100％達成建設機械」等に対応した機種を使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

使用重機：バックホウ 使用機械：発動発電機 

写真：日光川河口排水機場基礎耐震化対策その４工事（令和２年12月撮影） 

特定特殊自動車軽油排出ガス基準適合車：「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(令和４

年６月改正法律第68号）」に基づく技術基準に適合する特

定特殊自動車 

低騒音型建設機械：「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成13年４月改正 国土交

通省）」に基づき指定された建設機械 

燃料基準100％達成建設機械：「燃費基準達成建設機械認定制度（国土交通省）」で認定された建設機

械 

建屋西面、南面のＲＣ補強壁の新設 

施工前 施工後（令和３年11月撮影） 
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（３）水質汚濁防止対策 

日光川河口排水機場基礎耐震化対策工事においては、工事により発生する濁水処理を関係する環

境基準（水質汚濁に係る環境基準（環境基本法））に基づき、沈殿槽（ノッチタンク）を用いた濁水

処理を実施した。 

注）ノッチタンク：工事により発生した濁水を一定時間沈殿水槽内で滞留させることで濁水に含まれる土粒子を

除去し、上澄みのみを排水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈殿槽による濁水対策 

写真：日光川河口排水機場耐震化対策              

その４工事（令和２年９月撮影） 
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８  事業コスト縮減等の取組  

本地区では、以下のとおり工事費の縮減に取り組んでいる。 

また、今後実施予定の工事についても、新技術工法適用の検討を行い、さらなるコスト縮減に十分

配慮しながら事業推進に当たるものとする。 

 

①日光川河口排水機場における水上施工部の基礎耐震化工法の見直し 

日光川河口排水機場における水上部の壁体構築工法は、現計画では陸上部と同じ高圧噴射攪拌

工法が選定されていた。 

近年の技術開発を踏まえ工法の見直しを行った結果、下記のように施工性や経済性が有利な鋼

管矢板工法（縞鋼管高耐力継手）を採用した。 

・工場で製作された鋼管矢板を用いる事から品質が高いこと 

・セメント系材料を継手部に用いるがスリーブ内施工となり流出するリスクが少ないこと 

・現計画の工法より経済的（自走式鋼管パイラーでの施工により大型重機用の仮設構台の省略が

可能等による）であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現計画 

地盤改良工（高圧噴射撹拌工法） 

平面図 

断面図 

見直し 

鋼管矢板工（縞鋼管高耐力継手） 

平面図 

断面図 

コスト縮減額 

△253,000千円 
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②尾西排水機場の CCTV設備における技術革新を踏まえたカメラの採用 

監視カメラには旋回型の他、一体型とドーム型（一体型の範疇）がある。監視カメラは現計画で

は、既設と同様の旋回型が採用されていた。 

旋回型は故障時に機器単体交換が可能であるが、単価が高いため総合的に割高となっている。ド

ーム型は近年、カメラの性能が向上し、解像度が高いため、視認対象の監視やズームによる詳細監

視に支障は無いと考えられる。 

これらの型を比較検討し、施工性や経済性が有利なドーム型を採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメラ設備の構造（参考例） 

 

 

 

 

 

 

採用したカメラ 

 

比較的安価なカメラの設置により、事業計画当初の20,300千円から5,370千円のコスト縮減が可

能となった。 

 

水管理の分野では一体型が主流になっており、特にドーム型が安価なため設置事例が増えてい

る。本施設の監視に必要な性能(夜間監視、降雨時の監視)に対しても、赤外線照明付き(夜間監視

対応)及び親水コーティング仕様(降雨時の視認性向上)のドーム型カメラを選定することで適合

している。 

 

カメラ 

ケース 

旋回装置 

(雲台) 

カメラ レンズ 

【旋回型】 

(収納) 

照明 

(付加) 

【一体型】 

旋回装置 
(雲台) 

照明 

(付加) 

カメラ 

・レンズ 

屋外用 

ハウジング 

【ドーム型 
(一体型の範疇)】 

旋回装置、カメラ、レ
ンズ一体 

(付加) 

(収納) 
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９  その他  

（１） 広報活動の取組 

 

□広報誌の作成 

 本地区の基幹的な農業水利施設は経年劣化や耐震への対策が必要となったため、本事業により長

寿命化や排水機能の維持などを図っている。本事業が地域農業の維持・発展に資する取組であること

を広く周知するため、事業の概要や施設に関して「木曽調だより No.45」に掲載する等、広報に取り

組んでいる。 

 

木曽調だより2024 
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□現地見学会の実施状況 

 日光川河口排水機場や尾西排水機場で、現地見学会を開催した。排水機場の役割や管理状況等につ

いての説明を行った後、供用開始から25年以上経過したポンプ設備内部の現状の見学を行った。 

 

・日光川河口排水機場の現地見学会（４号ポンプ：平成30年12月18日、19日、 

５号ポンプ：令和４年12月20日、21日） 

 関係土地改良区や市町村、愛知県のほか、中部地方整備局や水資源機構中部支社などから延べ200

名以上の見学者が訪れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・尾西排水機場の現地見学会（日光川１号ポンプ：令和１年11月22日、25日、 

日光川２号ポンプ：令和２年11月20日、 

領内川１号ポンプ：令和５年11月24日 

領内川２号ポンプ：令和６年11月25日、26日） 

 関係土地改良区や市町村、愛知県等から延べ180名以上の見学者が訪れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現地見学会の様子（令和４年12月20日、21日） 

現地見学会の様子（令和５年11月24日） 
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□飛島学園飛島小学校３年生の校外学習 

 愛知県排水機場管理課では、治水施設の役割や重要性について県民の理解を深めるため、年間を通

じて排水機場及び日光川水閘門の見学受入れを実施している。見学会では、流域や、排水機場の役割

等について説明を行うとともに、操作室や主ポンプ設備等の施設見学を通じて、浸水被害から地域を

守る排水施設の重要性について広報活動を行っている。 

 その一環として飛島学園飛島小学校では、日光川河口排水機場での校外学習が行われ、排水機場に

ついて学ぶ機会が設けられている。 

    校外学習の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 45 - 

 

□トランプや排水機場カードの配布 

 愛知県海部農林水産事務所では、地域の小学校向けに実施をしている排水機場学習会などでトラ

ンプや排水機場カードを配布。県民へ排水機場を始めとする農業用施設の役割や重要性を伝える活

動を行っている。 

 

 

  

【トランプ】 

【排水機場カード】 
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（２）事業効果発現状況 

 

□排水機場の稼働状況 

 本地区の基幹的な農業水利施設である日光川河口排水機場や尾西排水機場では、毎年稼働してお

り、ポンプによる機械排水が行われている。本機場が老朽化による故障や耐震性能不足等により稼働

できなくなった場合、本地区では湛水被害が生じる可能性がある。 

 

排水機場の運転状況 

 

 

 

□事業が行われなかった場合に生じることが想定される被害額（災害防止効果） 

 現況年被害額は約118億円であるが、事業が行われなかった場合、年被害額は約1,125億円となり、

年被害額は約1,008億円増加することが試算されている。 

災害防止効果の被害額（千円） 

 

  

日光川河口排水機場 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

警戒態勢の実施回数 （回） 11 11 9 16 13 14 15 12 10 17 11

運転回数 （回） 7 7 4 8 5 7 8 5 5 6 8

総排水量（洪水対応） （万㎥） 2,216 1,412 1,152 3,207 1,514 2,337 1,715 737 1,011 1,751 1,736

尾西排水機場 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

警戒態勢の実施回数 （回） 11 11 6 15 11 6 8 10 11 8 9

運転回数 （回） 2 2 1 4 1 4 4 3 2 1 1

総排水量（洪水対応） （万㎥） 11 23 27 84 11 56 50 22 68 17 22

間接被害

応急対策費

要因別 作物 農地 農業用施設 農漁家 公共資産 一般資産 一般資産

事業なかりせば

年被害額　①
606,222 － 4,521,437 12,036,468 － 77,401,604 17,977,890 112,543,621

現況年被害額　② 61,047 － 134,227 1,378,031 － 7,818,645 2,378,111 11,770,061

事業ありせば

年被害額　③
61,047 － 134,227 1,378,031 － 7,818,645 2,378,111 11,770,061

年被害軽減額　④

（更新分）
545,175 － 4,387,210 10,658,437 － 69,582,959 15,599,779 100,773,560

年被害軽減額　⑤

（新設・機能向上分）
－ － － － － － － －

効 果 額
被害区分 直接被害

湛

水

被

害

出典：愛知県（施設管理者）聞き取り 
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□平成29年台風21号による大雨時の排水機場の運転 

 

・排水機場の運転量 

 本事業の対象施設である日光川河口排水機場及び尾西排水機場の運転状況を整理した。その結果、

日光川河口排水機場建屋約380個分以上の排出量となった。 

 

表 各機場の排水量及びその目安 

 

 

・日光川河口排水機場の運転状況 

 同期間の運転状況をグラフに整理した。台風21号は大きな降雨が予想されていたため、予備排水が

実施された。その結果、降雨ピーク時にも十分な排水能力は発揮している。なお、水位が波打ってい

る状況は、潮位の影響による。 

 

 

図 運転状況  

平成29年台風21号時の排水量の整理
運転時間 排水量 建屋

h:m 千ｍ3 個分

日光川河口排水機場 25:11 13,767 367

尾西排水機場 16:36 706 19

(参考)日光川河口排水機場建屋容積：建築面積1795m2×建物高さ20.9m≒37.5千ｍ3

項目 備考

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2017/10/21 22:00 2017/10/22 10:00 2017/10/22 22:00 2017/10/23 10:00

T
P
水
位
（
ｍ
）

日光川内水位（TPm） 日光川外水位（TPm） 日光川P 日光川河口P 日光川水閘門
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時
間
雨
量
（
m

m
/
h
） 愛西 蟹江

期間中の総雨量

愛西：273.5ｍｍ

蟹江：294.0ｍｍ予備排水 

※水閘門は自然排水樋門である。 
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・台風21号による農業関連の被害額 

 同台風21号による農業関連の被害状況を下表に整理した。その結果、関係市町村の農業関連の被害

額は合計11,323千円であった。愛知県全体の被害額と比較すると、関係市町村の被害額は3.8％であ

ることから、本地区では排水能力が機能し、被害を軽減したと考えられる。 

 

表 台風 21号による被害額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：愛知県被害報告書 

 

・前歴事業前後の被害状況との比較 

 現況、前歴事業完了後、前歴事業着工前のそれぞれについて、代表的な豪雨時の被害状況を整理し

た。対象とした豪雨は下記のとおりで被害状況を以下に示す。 

・現況   ：H29台風21号 雨量294ｍｍ/2日連続 

・前歴事業完了後：H12東海豪雨  雨量365ｍｍ/2日連続 

・前歴事業着工前：S51豪雨    雨量335ｍｍ/2日連続 

（雨量：蟹江アメダス） 

 
 

 

出典：(被害面積)水害統計、(雨量)気象庁 

図 被害状況の比較 
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）
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a)

関係市町村(ha) 48時間連続雨量(観測所：蟹江)

関係市町村の抜粋

一宮市 稲沢市 清須市 愛西市 あま市 計

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

被害額
(千円)

被害額
(千円)

農業被害 3 2,437 1 2,950 1 2,036 7,423 253,721

施設被害 2 125 125 230,713

農作物等被害 1 2,312 0.8 2,950 0.7 2,036 7,298 23,008

農地農業用施設被害 0 0 0 0 0 0 4 1200 1 2,700 3,900 42,900

農地被害 2 600 600 21,600

農業用施設被害 2 600 1 2,700 3,300 21,300

合計 3 2,437 1 2,950 1 2,036 4 1,200 1 2,700 11,323 296,621

愛知県に対する被害率 0.8% 1.0% 0.7% 0.4% 0.9% 3.8% 100.0%

項目

愛知県
全体

前歴事業完了 本事業着工 


